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○
国
土
交
通
省
令
第
四
十
九
号

都
市
緑
地
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
二
十
六
号
）
及
び
都
市
緑
地
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
九
年
政
令
第
百
五
十
六
号
）
の
一
部
の

施
行
に
伴
い
、
並
び
に
関
係
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
都
市
緑
地
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
八
月
二
日

国
土
交
通
大
臣

石
井

啓
一

都
市
緑
地
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
都
市
緑
地
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

都
市
緑
地
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
建
設
省
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定

で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
建
築
物
の
緑
化
率
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
緑
化
施
設
の
面
積
）

（
建
築
物
の
緑
化
率
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
緑
化
施
設
の
面
積
）

第
九
条

法
第
四
十
条
の
緑
化
施
設
の
面
積
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
緑
化
施
設
の

第
九
条

法
第
四
十
条
の
緑
化
施
設
の
面
積
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
緑
化
施
設
の

区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
面
積
の
合

区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
面
積
の
合

計
と
す
る
。

計
と
す
る
。

一

建
築
物
の
外
壁
に
整
備
さ
れ
た
緑
化
施
設

緑
化
施
設
が
整
備
さ
れ
た
部
分

一

建
築
物
の
外
壁
の
直
立
部
分
に
整
備
さ
れ
た
緑
化
施
設

緑
化
施
設
が
整
備

の
鉛
直
投
影
面
積
の
合
計

さ
れ
た
外
壁
の
直
立
部
分
の
水
平
投
影
の
長
さ
の
合
計
に
一
メ
ー
ト
ル
を
乗
じ

て
得
た
面
積

二

（
略
）

二

（
略
）

（
市
民
緑
地
設
置
管
理
計
画
の
認
定
に
係
る
緑
化
施
設
の
面
積
）

（
市
民
緑
地
設
置
管
理
計
画
の
認
定
に
係
る
緑
化
施
設
の
面
積
）

第
二
十
五
条

法
第
六
十
一
条
第
二
項
の
緑
化
施
設
の
面
積
は
、
第
九
条
各
号
に
掲

第
二
十
五
条

法
第
六
十
一
条
第
二
項
の
緑
化
施
設
の
面
積
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

げ
る
緑
化
施
設
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
算

る
緑
化
施
設
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
出

出
し
た
面
積
の
合
計
と
す
る
。

し
た
面
積
の
合
計
と
す
る
。

（
削
除
）

一

建
築
物
の
外
壁
に
整
備
さ
れ
た
緑
化
施
設

緑
化
施
設
が
整
備
さ
れ
た
部
分

の
鉛
直
投
影
面
積
の
合
計

（
削
除
）

二

前
号
に
掲
げ
る
緑
化
施
設
以
外
の
緑
化
施
設

第
九
条
第
二
号
イ
か
ら
ホ
ま

で
に
掲
げ
る
緑
化
施
設
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
定

め
る
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
面
積
の
合
計
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（
都
市
公
園
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

都
市
公
園
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
建
設
省
令
第
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対

象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い

も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
都
市
公
園
の
維
持
及
び
修
繕
に
関
す
る
技
術
的
基
準
）

第
三
条
の
二

令
第
十
条
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
都
市
公
園
の
維
持
及

（
新
設
）

び
修
繕
に
関
す
る
技
術
的
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

遊
戯
施
設
そ
の
他
の
公
園
施
設
の
う
ち
、
損
傷
、
腐
食
そ
の
他
の
劣
化
そ
の

他
の
異
状
が
生
じ
た
場
合
に
当
該
公
園
施
設
の
利
用
者
の
安
全
の
確
保
に
支
障

を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
（
次
号
に
お
い
て
「
遊
戯
施
設
等
」
と
い
う
。

）
の
点
検
は
、
一
年
に
一
回
の
頻
度
で
行
う
こ
と
を
基
本
と
す
る
こ
と
。

二

前
号
の
点
検
の
結
果
及
び
遊
戯
施
設
等
に
つ
い
て
令
第
十
条
第
一
項
第
三
号

の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
そ
の
内
容
を
記
録
し
、
当
該
遊
戯
施
設
等
が
利
用
さ

れ
て
い
る
期
間
中
は
、
こ
れ
を
保
存
す
る
こ
と
。

第
三
条
の
三
～
第
三
条
の
七

（
略
）

第
三
条
の
二
～
第
三
条
の
六

（
略
）
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（
生
産
緑
地
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

生
産
緑
地
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
建
設
省
令
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を

改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る

も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
割
合
）

（
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
割
合
）

第
三
条

法
第
十
条
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た

第
三
条

法
第
十
条
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
割
合
は

割
合
は
、
次
に
掲
げ
る
割
合
と
す
る
。

、
次
に
掲
げ
る
割
合
と
す
る
。

一

法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
が
あ
つ
た
日
に
主
た
る
従
事
者
が
六

一

法
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
申
出
が
あ
つ
た
日
に
主
た
る
従
事
者
が
六
十
五
歳

十
五
歳
未
満
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
者
が
生
産
緑
地
に
係
る
農
林
漁

未
満
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
者
が
生
産
緑
地
に
係
る
農
林
漁
業
の
業

業
の
業
務
に
一
年
間
に
従
事
し
た
日
数
の
八
割

務
に
一
年
間
に
従
事
し
た
日
数
の
八
割

二

法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
が
あ
つ
た
日
に
主
た
る
従
事
者
が
六

二

法
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
申
出
が
あ
つ
た
日
に
主
た
る
従
事
者
が
六
十
五
歳

十
五
歳
以
上
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
者
が
生
産
緑
地
に
係
る
農
林
漁

以
上
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
者
が
生
産
緑
地
に
係
る
農
林
漁
業
の
業

業
の
業
務
に
一
年
間
に
従
事
し
た
日
数
の
七
割

務
に
一
年
間
に
従
事
し
た
日
数
の
七
割

（
農
林
漁
業
に
従
事
す
る
こ
と
を
不
可
能
に
さ
せ
る
故
障
）

（
農
林
漁
業
に
従
事
す
る
こ
と
を
不
可
能
に
さ
せ
る
故
障
）

第
五
条

法
第
十
条
第
二
項
の
農
林
漁
業
に
従
事
す
る
こ
と
を
不
可
能
に
さ
せ
る
故

第
五
条

法
第
十
条
の
農
林
漁
業
に
従
事
す
る
こ
と
を
不
可
能
に
さ
せ
る
故
障
と
し

障
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
故
障
と
す
る
。

て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
故
障
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
特
定
生
産
緑
地
の
指
定
の
公
示
）

第
七
条

法
第
十
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
公
示
は
、
次
に
掲
げ
る
事

（
新
設
）

項
に
つ
い
て
、
市
町
村
の
公
報
又
は
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
へ
の
掲
載
そ
の
他
の
適
切
な

方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一

特
定
生
産
緑
地
の
指
定
を
す
る
旨

二

特
定
生
産
緑
地
の
区
域
及
び
面
積

（
特
定
生
産
緑
地
の
指
定
の
提
案
）

第
八
条

法
第
十
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
生
産
緑
地
の
指
定
の
提
案
を

（
新
設
）

行
お
う
と
す
る
者
は
、
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
当
該
提
案
に
係
る
生
産
緑
地
の
所

在
地
及
び
提
案
の
理
由
を
記
載
し
た
提
案
書
に
次
に
掲
げ
る
図
書
を
添
え
て
、
こ

れ
ら
を
市
町
村
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一

当
該
生
産
緑
地
の
区
域
を
示
す
縮
尺
二
千
五
百
分
の
一
以
上
の
図
面

二

法
第
十
条
の
四
第
一
項
の
合
意
を
得
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

第
九
条

（
略
）

第
七
条

（
略
）

別
記
様
式
第
二

別
記
様
式
第
二

備
考

備
考

１
買
取
り
の
申
出
の
理
由

に
つ
い
て
は

生
産
緑
地
の
指
定
の
告
示
の
日
か
１

買
取
り
の
申
出
の
理
由

に
つ
い
て
は

生
産
緑
地
の
指
定
の
告
示
の
日
か

「

「

」
、

」
、

ら
起
算
し
て

年
を
経
過
し
た
旨
又
は
当
該
生
産
緑
地
に
係
る
農
林
漁
業
の
主
た

ら
起
算
し
て

年
を
経
過
し
た
旨
又
は
当
該
生
産
緑
地
に
係
る
農
林
漁
業
の
主
た

3
0

3
0

る
従
事
者

当
該
生
産
緑
地
に
係
る
農
林
漁
業
の
業
務
に

当
該
業
務
に
つ
き
生

る
従
事
者

当
該
生
産
緑
地
に
係
る
農
林
漁
業
の
業
務
に

当
該
業
務
に
つ
き
生

（
、

（
、

産
緑
地
法
施
行
規
則
第
３
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
割
合
以
上
従
事
し
て
い
る

産
緑
地
法
施
行
規
則
第

条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
割
合
以
上
従
事
し
て
い
る

２

者
を
含
む

が
死
亡
し

若
し
く
は
農
林
漁
業
に
従
事
す
る
こ
と
を
不
可
能
に

者
を
含
む

が
死
亡
し

若
し
く
は
農
林
漁
業
に
従
事
す
る
こ
と
を
不
可
能
に

。
）

、
。
）

、

さ
せ
る
故
障
を
有
す
る
に
至
っ
た
旨
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

さ
せ
る
故
障
を
有
す
る
に
至
っ
た
旨
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

。
。

な
お

生
産
緑
地
に
係
る
農
業
の
主
た
る
従
事
者

当
該
生
産
緑
地
に
係
る
農

な
お

生
産
緑
地
に
係
る
農
業
の
主
た
る
従
事
者

当
該
生
産
緑
地
に
係
る
農

、
（

、
（

業
の
業
務
に

当
該
業
務
に
つ
き
同
規
則
第
３
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
割
合

業
の
業
務
に

当
該
業
務
に
つ
き
同
令
第

条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
割
合
以

、
、

２

以
上
従
事
し
て
い
る
者
を
含
む

以
下
同
じ

に
つ
い
て
は

当
該
生
産
緑
地

上
従
事
し
て
い
る
者
を
含
む

以
下
同
じ

に
つ
い
て
は

当
該
生
産
緑
地

。
。
）

、
。

。
）

、
（

農
地
又
は
採
草
放
牧
地
に
限
る

の
所
在
地
を
管
轄
す
る
農
業
委
員
会
に
よ

農
地
又
は
採
草
放
牧
地
に
限
る

の
所
在
地
を
管
轄
す
る
農
業
委
員
会
に
よ
る

（
。
）

。
）

る
そ
の
者
が
主
た
る
従
事
者
に
該
当
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
証
明
書
を
添
付
し

そ
の
者
が
主
た
る
従
事
者
に
該
当
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
証
明
書
を
添
付
し

農
、

、

農
林
漁
業
に
従
事
す
る
こ
と
を
不
可
能
に
さ
せ
る
故
障
に
つ
い
て
は

医
師
の
診

林
漁
業
に
従
事
す
る
こ
と
を
不
可
能
に
さ
せ
る
故
障
に
つ
い
て
は

医
師
の
診
断

、
、

断
書
そ
の
他
同
規
則
第
５
条
に
掲
げ
る
障
害
又
は
事
由
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
明

書
そ
の
他
同
令
第

条
に
掲
げ
る
障
害
又
は
事
由
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
明
す
る

４

す
る
書
類
を
添
付
す
る
こ
と

書
類
を
添
付
す
る
こ
と

。
。

～

（

）

～

（

）

２
６

略
２

６
略
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（
都
市
計
画
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

都
市
計
画
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
建
設
省
令
第
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
同
一
の
も
の
は
当
該
対
象
規
定
を
改
正

後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後

欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を

掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
建
築
行
為
等
の
許
可
の
申
請
）

第
三
十
八
条
の
二
の
二

法
第
五
十
二
条
第
一
項
の
許
可
の
申
請
は
、
別
記
様
式
第

（
新
設
）

九
の
二
に
よ
る
申
請
書
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
図
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

土
地
の
形
質
の
変
更
に
あ
つ
て
は
、
当
該
行
為
を
行
う
土
地
の
区
域
を
表
示

す
る
図
面
で
縮
尺
二
千
五
百
分
の
一
以
上
の
も
の

二

建
築
物
の
建
築
そ
の
他
工
作
物
の
建
設
に
あ
つ
て
は
、
敷
地
内
に
お
け
る
建

築
物
又
は
工
作
物
の
位
置
を
表
示
す
る
図
面
で
縮
尺
五
百
分
の
一
以
上
の
も
の

三

法
第
五
十
二
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
物
件
の
堆
積
に
あ
つ
て
は
、
当
該

堆
積
を
行
う
土
地
の
区
域
を
表
示
す
る
図
面
で
縮
尺
二
千
五
百
分
の
一
以
上
の

も
の

（
堆
積
を
し
た
物
件
の
飛
散
等
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
）

第
三
十
八
条
の
二
の
三

令
第
三
十
六
条
の
七
の
堆
積
を
し
た
物
件
が
飛
散
し
、
流

（
新
設
）

出
し
、
又
は
地
下
に
浸
透
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
は
、
次
に

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

堆
積
を
し
た
物
件
が
飛
散
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
の
い

ず
れ
か
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

イ

当
該
物
件
の
表
面
に
覆
い
を
設
け
、
当
該
覆
い
が
容
易
に
移
動
し
な
い
よ

う
に
固
定
す
る
こ
と
。

ロ

当
該
物
件
を
そ
の
状
態
に
応
じ
た
容
器
に
収
納
す
る
こ
と
。

二

堆
積
を
し
た
物
件
が
流
出
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
物

件
を
そ
の
状
態
に
応
じ
た
容
器
に
収
納
す
る
こ
と
。

三

物
件
の
堆
積
に
伴
い
汚
水
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次

の
い
ず
れ
か
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

イ

当
該
物
件
の
底
面
に
覆
い
を
設
け
る
こ
と
。

ロ

当
該
物
件
を
そ
の
状
態
に
応
じ
た
容
器
に
収
納
す
る
こ
と
。
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第
三
十
八
条
の
二
の
四

（
略
）

第
三
十
八
条
の
二
の
二

（
略
）

9
2

38
2

2
9
2

削
除

別
記
様
式
第
の

第
条
の
の
関
係

別
記
様
式
第
の

（
）

許
可

申
請

書

年
月

日

殿

申
請

者
住
所

氏
名

㊞

都
市
計
画
法
第

条
第
１
項
の
許
可
を
受
け
た
い
の
で

下
記
に
よ
り

申
請
し
ま

5
2

、
、

す
。

㈠
土
地
の
形
質
の
変
更

区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

区
域
の
面
積

土
地
の
形
質
の
変
更
の
内
容
等

そ
の
他
必
要
な
事
項

㈡
建
築
物
の
建
築
そ
の
他
工
作
物
の
建
設

建
築
物
等
の
敷
地
の
所
在
及
び
地

番建
築
物
等
の
用
途

新
築

増
築

改
築
又
は
移
転
の

、
、

別敷
地
面
積

建
築
面
積
及
び
延
べ

、

面
積
並
び
に
高
さ

そ
の
他
必
要
な
事
項
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㈢
物
件
の
堆
積

物
件
の
堆
積
を
行
う
土
地
の
区
域

に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

物
件
の
堆
積
を
行
う
土
地
の
面
積

物
件
の
種
類

物
件
の
飛
散
の
防
止
の
方
法
等

そ
の
他
必
要
な
事
項

備
考１

申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は

氏
名
は

そ
の
法
人
の
名
称
及

、
、

び
代
表
者
の
氏
名
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

２
申
請
者
の
氏
名

法
人
に
あ
つ
て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名

の
記
載
を
自
署

（
）

で
行
う
場
合
に
お
い
て
は

押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

、
。

３
土
地
の
形
質
の
変
更
の
内
容
等

欄
に
は

当
該
土
地
の
形
質
の
変
更
の

「
」

、

具
体
的
内
容
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

４
建
築
物
等
の
用
途

欄
に
は

当
該
建
築
物
又
は
工
作
物
の
用
途
及
び
当

「
」

、

該
建
築
物
が
自
己
の
居
住
又
は
業
務
の
用
に
供
す
る
も
の
か
否
か
の
別
を
記
載

し
て
く
だ
さ
い
。

５
物
件
の
種
類

欄
に
は

土
石

廃
棄
物
又
は
再
生
資
源
の
別
及
び
当
該

「
」

、
、

物
件
の
種
類
の
具
体
的
内
容
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

６
物
件
の
飛
散
の
防
止
の
方
法
等

欄
に
は

堆
積
を
し
た
物
件
が
飛
散
し

「
」

、

流
出
し

又
は
地
下
に
浸
透
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
の
具
体
的

、
、

内
容
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
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（
建
築
基
準
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条

建
築
基
準
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
建
設
省
令
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る

改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
確
認
申
請
書
の
様
式
）

（
確
認
申
請
書
の
様
式
）

第
一
条
の
三

法
第
六
条
第
一
項
（
法
第
八
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

第
一
条
の
三

法
第
六
条
第
一
項
（
法
第
八
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
確
認
の
申
請
書
は
、
次

合
を
含
む
。
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
確
認
の
申
請
書
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
図
書
及
び
書
類
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
表
一
の

項
に
掲
げ

の
各
号
に
掲
げ
る
図
書
及
び
書
類
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
表
一
の

項
に
掲
げ

（い）

（い）

る
配
置
図
又
は
各
階
平
面
図
は
、
次
の
表
二
の
二
十
四
項
の

欄
に
掲
げ
る
道
路

る
配
置
図
又
は
各
階
平
面
図
は
、
次
の
表
二
の
二
十
四
項
の

欄
に
掲
げ
る
道
路

（ろ）

（ろ）

に
接
し
て
有
効
な
部
分
の
配
置
図
若
し
く
は
特
定
道
路
の
配
置
図
、
同
表
の
二
十

に
接
し
て
有
効
な
部
分
の
配
置
図
若
し
く
は
特
定
道
路
の
配
置
図
、
同
表
の
二
十

九
項
の

欄
に
掲
げ
る
道
路
高
さ
制
限
適
合
建
築
物
の
配
置
図
、
隣
地
高
さ
制
限

九
項
の

欄
に
掲
げ
る
道
路
高
さ
制
限
適
合
建
築
物
の
配
置
図
、
隣
地
高
さ
制
限

（ろ）

（ろ）

適
合
建
築
物
の
配
置
図
若
し
く
は
北
側
高
さ
制
限
適
合
建
築
物
の
配
置
図
又
は
同

適
合
建
築
物
の
配
置
図
若
し
く
は
北
側
高
さ
制
限
適
合
建
築
物
の
配
置
図
又
は
同

表
の
三
十
項
の

欄
に
掲
げ
る
日
影
図
と
、
表
一
の

項
に
掲
げ
る
二
面
以
上
の

表
の
三
十
項
の

欄
に
掲
げ
る
日
影
図
と
、
表
一
の

項
に
掲
げ
る
二
面
以
上
の

（ろ）

（ろ）

（ろ）

（ろ）

立
面
図
又
は
二
面
以
上
の
断
面
図
は
、
表
二
の
二
十
九
項
の

欄
に
掲
げ
る
道
路

立
面
図
又
は
二
面
以
上
の
断
面
図
は
、
表
二
の
二
十
九
項
の

欄
に
掲
げ
る
道
路

（ろ）

（ろ）

高
さ
制
限
適
合
建
築
物
の
二
面
以
上
の
立
面
図
、
隣
地
高
さ
制
限
適
合
建
築
物
の

高
さ
制
限
適
合
建
築
物
の
二
面
以
上
の
立
面
図
、
隣
地
高
さ
制
限
適
合
建
築
物
の

二
面
以
上
の
立
面
図
若
し
く
は
北
側
高
さ
制
限
適
合
建
築
物
の
二
面
以
上
の
立
面

二
面
以
上
の
立
面
図
若
し
く
は
北
側
高
さ
制
限
適
合
建
築
物
の
二
面
以
上
の
立
面

図
又
は
同
表
の
四
十
七
項
の

欄
に
掲
げ
る
防
災
都
市
計
画
施
設
に
面
す
る
方
向

図
又
は
同
表
の
四
十
七
項
の

欄
に
掲
げ
る
防
災
都
市
計
画
施
設
に
面
す
る
方
向

（ろ）

（ろ）

の
立
面
図
と
、
そ
れ
ぞ
れ
併
せ
て
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

の
立
面
図
と
、
そ
れ
ぞ
れ
併
せ
て
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

一

（
略
）

一

（
略
）

二

二

（い）

（ろ）

（い）

（ろ）

図
書
の
種
類

明
示
す
べ
き
事
項

図
書
の
種
類

明
示
す
べ
き
事
項

（
略
）

（
略
）

二
十
二

法
第
四
十
八
条
の
規
定

付
近
見
取
図

敷
地
の
位
置

二
十
二

法
第
四
十
八
条
の
規
定

付
近
見
取
図

敷
地
の
位
置

が
適
用
さ
れ
る
建
築
物

配
置
図

用
途
地
域
の
境
界
線

が
適
用
さ
れ
る
建
築
物

配
置
図

用
途
地
域
の
境
界
線

危
険
物
の
数

危
険
物
の
種
類
及
び

危
険
物
の
数

危
険
物
の
種
類
及
び

量
表

量

量
表

量

工
場
・
事
業

事
業
の
種
類

工
場
・
事
業

事
業
の
種
類

調
書

調
書
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当
該
許
可
に
係
る
建

法
第
四
十
八

当
該
許
可
に
係
る
建

法
第
四
十

法
第
四
十
八

法
第
四
十

築
物
の
敷
地
、
構
造

築
物
の
敷
地
、
構
造

八
条
第
一

条
第
一
項
か

八
条
第
一

条
第
一
項
か

、
建
築
設
備
又
は
用

、
建
築
設
備
又
は
用

項
か
ら
第

ら
第
十
四
項

項
か
ら
第

ら
第
十
三
項

途
に
す
る
事
項

途
に
す
る
事
項

十
四
項
ま

ま
で
の
た
だ

十
三
項
ま

ま
で
の
た
だ

で
の
た
だ

し
書
の
許
可

で
の
た
だ

し
書
の
許
可

し
書
の
規

の
内
容
に
適

し
書
の
規

の
内
容
に
適

定
が
適
用

合
す
る
こ
と

定
が
適
用

合
す
る
こ
と

さ
れ
る
建

の
確
認
に
必

さ
れ
る
建

の
確
認
に
必

築
物

要
な
図
書

築
物

要
な
図
書

（
略
）

（
略
）

三
～
五

（
略
）

三
～
五

（
略
）

２
～

（
略
）

２
～

（
略
）

11

11

（
許
可
申
請
書
及
び
許
可
通
知
書
の
様
式
）

（
許
可
申
請
書
及
び
許
可
通
知
書
の
様
式
）

第
十
条
の
四

法
第
四
十
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
、
法
第
四
十
四
条
第
一
項
第
二
号

第
十
条
の
四

法
第
四
十
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
、
法
第
四
十
四
条
第
一
項
第
二
号

若
し
く
は
第
四
号
、
法
第
四
十
七
条
た
だ
し
書
、
法
第
四
十
八
条
第
一
項
た
だ
し

若
し
く
は
第
四
号
、
法
第
四
十
七
条
た
だ
し
書
、
法
第
四
十
八
条
第
一
項
た
だ
し

書
、
第
二
項
た
だ
し
書
、
第
三
項
た
だ
し
書
、
第
四
項
た
だ
し
書
、
第
五
項
た
だ

書
、
第
二
項
た
だ
し
書
、
第
三
項
た
だ
し
書
、
第
四
項
た
だ
し
書
、
第
五
項
た
だ

し
書
、
第
六
項
た
だ
し
書
、
第
七
項
た
だ
し
書
、
第
八
項
た
だ
し
書
、
第
九
項
た

し
書
、
第
六
項
た
だ
し
書
、
第
七
項
た
だ
し
書
、
第
八
項
た
だ
し
書
、
第
九
項
た

だ
し
書
、
第
十
項
た
だ
し
書
、
第
十
一
項
た
だ
し
書
、
第
十
二
項
た
だ
し
書
、
第

だ
し
書
、
第
十
項
た
だ
し
書
、
第
十
一
項
た
だ
し
書
、
第
十
二
項
た
だ
し
書
若
し

十
三
項
た
だ
し
書
若
し
く
は
第
十
四
項
た
だ
し
書
（
法
第
八
十
七
条
第
二
項
又
は

く
は
第
十
三
項
た
だ
し
書
（
法
第
八
十
七
条
第
二
項
又
は
第
三
項
に
お
い
て
準
用

第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
法
第
五
十
一
条
た
だ
し
書
（
法

す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
法
第
五
十
一
条
た
だ
し
書
（
法
第
八
十
七
条
第
二
項
又

第
八
十
七
条
第
二
項
又
は
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
法
第

は
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
法
第
五
十
二
条
第
十
項
、
第

五
十
二
条
第
十
項
、
第
十
一
項
若
し
く
は
第
十
四
項
、
法
第
五
十
三
条
第
四
項
若

十
一
項
若
し
く
は
第
十
四
項
、
法
第
五
十
三
条
第
四
項
若
し
く
は
第
五
項
第
三
号

し
く
は
第
五
項
第
三
号
、
法
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
第
三
号
若
し
く
は
第
四
号

、
法
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
第
三
号
若
し
く
は
第
四
号
（
法
第
五
十
七
条
の
五

（
法
第
五
十
七
条
の
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
法
第
五

第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
法
第
五
十
五
条
第
三
項
各
号
、

十
五
条
第
三
項
各
号
、
法
第
五
十
六
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
、
法
第
五
十
七
条

法
第
五
十
六
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
、
法
第
五
十
七
条
の
四
第
一
項
た
だ
し
書

の
四
第
一
項
た
だ
し
書
、
法
第
五
十
九
条
第
一
項
第
三
号
若
し
く
は
第
四
項
、
法

、
法
第
五
十
九
条
第
一
項
第
三
号
若
し
く
は
第
四
項
、
法
第
五
十
九
条
の
二
第
一

第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
、
法
第
六
十
条
の
二
第
一
項
第
三
号
、
法
第
六
十
条
の

項
、
法
第
六
十
条
の
二
第
一
項
第
三
号
、
法
第
六
十
条
の
三
第
一
項
第
三
号
若
し

三
第
一
項
第
三
号
若
し
く
は
第
二
項
た
だ
し
書
、
法
第
六
十
七
条
の
三
第
三
項
第

く
は
第
二
項
た
だ
し
書
、
法
第
六
十
七
条
の
三
第
三
項
第
二
号
、
第
五
項
第
二
号
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二
号
、
第
五
項
第
二
号
若
し
く
は
第
九
項
第
二
号
、
法
第
六
十
八
条
第
一
項
第
二

若
し
く
は
第
九
項
第
二
号
、
法
第
六
十
八
条
第
一
項
第
二
号
、
第
二
項
第
二
号
若

号
、
第
二
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
項
第
二
号
、
法
第
六
十
八
条
の
三
第
四
項
、

し
く
は
第
三
項
第
二
号
、
法
第
六
十
八
条
の
三
第
四
項
、
法
第
六
十
八
条
の
五
の

法
第
六
十
八
条
の
五
の
三
第
二
項
、
法
第
六
十
八
条
の
七
第
五
項
又
は
法
第
八
十

三
第
二
項
、
法
第
六
十
八
条
の
七
第
五
項
又
は
法
第
八
十
五
条
第
三
項
若
し
く
は

五
条
第
三
項
若
し
く
は
第
五
項
の
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
許
可
関
係
規

第
五
項
の
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
許
可
関
係
規
定
」
と
い
う
。
）
に
よ

定
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
許
可
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
第
四
十
三
号

る
許
可
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
第
四
十
三
号
様
式
（
同
条
第
三
項
又

様
式
（
同
条
第
三
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
に
あ
つ
て
は
別
記

は
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
に
あ
つ
て
は
別
記
第
四
十
四
号
様
式
）
に

第
四
十
四
号
様
式
）
に
よ
る
申
請
書
の
正
本
及
び
副
本
に
、
そ
れ
ぞ
れ
、
特
定
行

よ
る
申
請
書
の
正
本
及
び
副
本
に
、
そ
れ
ぞ
れ
、
特
定
行
政
庁
が
規
則
で
定
め
る

政
庁
が
規
則
で
定
め
る
図
書
又
は
書
面
を
添
え
て
、
特
定
行
政
庁
に
提
出
す
る
も

図
書
又
は
書
面
を
添
え
て
、
特
定
行
政
庁
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

法
第
八
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
八
条
第
一
項
た
だ
し
書

４

法
第
八
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
八
条
第
一
項
た
だ
し
書

、
第
二
項
た
だ
し
書
、
第
三
項
た
だ
し
書
、
第
四
項
た
だ
し
書
、
第
五
項
た
だ
し

、
第
二
項
た
だ
し
書
、
第
三
項
た
だ
し
書
、
第
四
項
た
だ
し
書
、
第
五
項
た
だ
し

書
、
第
六
項
た
だ
し
書
、
第
七
項
た
だ
し
書
、
第
八
項
た
だ
し
書
、
第
九
項
た
だ

書
、
第
六
項
た
だ
し
書
、
第
七
項
た
だ
し
書
、
第
八
項
た
だ
し
書
、
第
九
項
た
だ

し
書
、
第
十
項
た
だ
し
書
、
第
十
一
項
た
だ
し
書
、
第
十
二
項
た
だ
し
書
、
第
十

し
書
、
第
十
項
た
だ
し
書
、
第
十
一
項
た
だ
し
書
、
第
十
二
項
た
だ
し
書
若
し
く

三
項
た
だ
し
書
若
し
く
は
第
十
四
項
た
だ
し
書
、
法
第
五
十
一
条
た
だ
し
書
又
は

は
第
十
三
項
た
だ
し
書
、
法
第
五
十
一
条
た
だ
し
書
又
は
法
第
八
十
七
条
第
二
項

法
第
八
十
七
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
中
法
第
四
十
八
条
第
一
項
た
だ
し
書
、

若
し
く
は
第
三
項
中
法
第
四
十
八
条
第
一
項
た
だ
し
書
、
第
二
項
た
だ
し
書
、
第

第
二
項
た
だ
し
書
、
第
三
項
た
だ
し
書
、
第
四
項
た
だ
し
書
、
第
五
項
た
だ
し
書

三
項
た
だ
し
書
、
第
四
項
た
だ
し
書
、
第
五
項
た
だ
し
書
、
第
六
項
た
だ
し
書
、

、
第
六
項
た
だ
し
書
、
第
七
項
た
だ
し
書
、
第
八
項
た
だ
し
書
、
第
九
項
た
だ
し

第
七
項
た
だ
し
書
、
第
八
項
た
だ
し
書
、
第
九
項
た
だ
し
書
、
第
十
項
た
だ
し
書

書
、
第
十
項
た
だ
し
書
、
第
十
一
項
た
だ
し
書
、
第
十
二
項
た
だ
し
書
、
第
十
三

、
第
十
一
項
た
だ
し
書
、
第
十
二
項
た
だ
し
書
若
し
く
は
第
十
三
項
た
だ
し
書
若

項
た
だ
し
書
若
し
く
は
第
十
四
項
た
だ
し
書
若
し
く
は
法
第
五
十
一
条
た
だ
し
書

し
く
は
法
第
五
十
一
条
た
だ
し
書
に
関
す
る
部
分
の
規
定
（
次
項
に
お
い
て
「
工

に
関
す
る
部
分
の
規
定
（
次
項
に
お
い
て
「
工
作
物
許
可
関
係
規
定
」
と
い
う
。

作
物
許
可
関
係
規
定
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
許
可
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、

）
に
よ
る
許
可
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
第
四
十
七
号
様
式
に
よ
る
申

別
記
第
四
十
七
号
様
式
に
よ
る
申
請
書
の
正
本
及
び
副
本
に
、
そ
れ
ぞ
れ
、
特
定

請
書
の
正
本
及
び
副
本
に
、
そ
れ
ぞ
れ
、
特
定
行
政
庁
が
規
則
で
定
め
る
図
書
又

行
政
庁
が
規
則
で
定
め
る
図
書
又
は
書
面
を
添
え
て
、
特
定
行
政
庁
に
提
出
す
る

は
書
面
を
添
え
て
、
特
定
行
政
庁
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

５

（
略
）

５

（
略
）

（

）
（

）

（

）
（

）

第
十
一
号
様
式

第
三
条

第
三
条
の
三
関
係

Ａ
４

第
十
一
号
様
式

第
三
条

第
三
条
の
三
関
係

Ａ
４

、
、

（

）

（

）

注
意

注
意

・

（

）

・

（

）
１

２
略

１
２

略

３

.

第
二
面
関
係

３

.

第
二
面
関
係
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（

）

（

）

①
⑦

略
①

⑦
略

～
～

⑧
６
欄
の

イ
は

次
の
表
の
工
作
物
の
用
途
の
区
分
に
従
い
対
応
す
る
記

⑧
６
欄
の

イ
は

次
の
表
の
工
作
物
の
用
途
の
区
分
に
従
い
対
応
す
る
記

「

」

「

」

、
、

号
を
記
入
し
た
上
で

工
作
物
の
用
途
を
で
き
る
だ
け
具
体
的
に
書
い
て
く
だ

号
を
記
入
し
た
上
で

工
作
物
の
用
途
を
で
き
る
だ
け
具
体
的
に
書
い
て
く
だ

、
、

。
。

さ
い

さ
い

工
作
物
の
用
途
の
区
分

記
号

工
作
物
の
用
途
の
区
分

記
号

1
.

0
6
4
1
0

1
.

0
6
4
1
0

鉱
物

岩
石
そ
の
他
の
粉
砕
で
原
動
機
を
使
用
す
る
も
の

鉱
物

岩
石
そ
の
他
の
粉
砕
で
原
動
機
を
使
用
す
る
も
の

、
、

、
、

レ
デ
ィ

ミ
ク
ス
ト
コ
ン
ク
リ

ト
の
製
造
等
で
出
力
の
合

レ
デ
ィ
ミ
ク
ス
ト
コ
ン
ク
リ

ト
の
製
造
等
で
出
力
の
合
計

ー

ー

ー

計
が
２

５
キ
ロ
ワ
ッ
ト
を
超
え
る
原
動
機
を
使
用
す
る
も

が
２

５
キ
ロ
ワ
ッ
ト
を
超
え
る
原
動
機
を
使
用
す
る
も
の

．
．

の
及
び
ア
ス
フ
ァ
ル
ト

コ
ル
タ

ル
木
タ

ル
石

及
び
ア
ス
フ
ァ
ル
ト

コ
ル
タ

ル
木
タ

ル
石
油

ー

ー

ー

ー

ー

ー

、
、

、
、

、
、

油
蒸
留
産
物
又
は
そ
の
残
り
か
す
を
原
料
と
す
る
製
造
を
行

蒸
留
産
物
又
は
そ
の
残
り
か
す
を
原
料
と
す
る
製
造
を
行
う

う
も
の

も
の

2
6

（

）

（

）

2
6

（

）

（

）

略
略

略
略

～
～

（

）

（

）

⑨
・
⑩

略
⑨
・
⑩

略

⑪
建
築
基
準
法
施
行
令
第
１
３
８
条
第
３
項
第
１
号
に
掲
げ
る
工
作
物
の
う
ち

⑪
建
築
基
準
法
施
行
令
第
１
３
８
条
第
３
項
第
１
号
に
掲
げ
る
工
作
物
の
う
ち

建
築
基
準
法
別
表
第
２

ぬ
項
第
３
号

１
３
の
２

の
用
途
に
供
す
る

建
築
基
準
法
別
表
第
２

り
項
第
３
号

１
３
の
２

の
用
途
に
供
す
る

（

）

（

）

（

）

（

）

、
、

工
作
物
に
つ
い
て
は

原
動
機
の
出
力
の
合
計
を
６
欄
の

ヘ
に
記
入
し
て

工
作
物
に
つ
い
て
は

原
動
機
の
出
力
の
合
計
を
６
欄
の

ヘ
に
記
入
し
て

「

」

「

」

、
、

。
。

く
だ
さ
い

く
だ
さ
い

（

）

（

）

⑫
⑬

略
⑫

⑬
略

・
・

⑭
建
築
基
準
法
第

条
第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

条
の
７
第
１
項

⑭
建
築
基
準
法
第

条
第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

条
の
７
第
１
項

8
8

8
6

8
8

86

同
法
第

条
第
１
項
か
ら
第

項
ま
で
及
び
同
法
第

条
に
係
る
部
分
に
限

同
法
第

条
第
１
項
か
ら
第

項
ま
で
及
び
同
法
第

条
に
係
る
部
分
に
限

（

4
8

1
3

5
1

（

4
8

1
2

5
1

る
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
お
い
て
は

工
事
の
完
了
後
に
お
い

る
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
お
い
て
は

工
事
の
完
了
後
に
お
い

。
。

）

）

、
、

て
も
引
き
続
き
同
法
第
３
条
第
２
項

同
法
第

条
の
９
第
１
項
に
お
い
て
準

て
も
引
き
続
き
同
法
第
３
条
第
２
項

同
法
第

条
の
９
第
１
項
に
お
い
て
準

（

86

（

8
6

用
す
る
場
合
を
含
む

の
適
用
を
受
け
な
い
規
定
並
び
に
当
該
規
定
に
適
合

用
す
る
場
合
を
含
む

の
適
用
を
受
け
な
い
規
定
並
び
に
当
該
規
定
に
適
合

。
。

）

）

し
な
い
こ
と
と
な
つ
た
時
期
及
び
理
由
を

欄
又
は
別
紙
に
記
載
し
て
添
え
て

し
な
い
こ
と
と
な
つ
た
時
期
及
び
理
由
を

欄
又
は
別
紙
に
記
載
し
て
添
え
て

1
1

1
1

。
。

く
だ
さ
い

く
だ
さ
い

（

）

（

）

⑮
・
⑯

略
⑮
・
⑯

略

（

）
（

）

（

）
（

）

第
四
十
三
号
様
式

第
十
条
の
四
関
係

Ａ
４

第
四
十
三
号
様
式

第
十
条
の
四
関
係

Ａ
４

（

）

（

）

注
意

注
意

（

）

（

）

１
３

略
１

３
略

～
～
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４
第
三
面
関
係

４
第
三
面
関
係

．
．

（

）

（

）

①
④

略
①

④
略

～
～

⑤
５
欄
の

イ
は

建
築
基
準
法
第
４
８
条
第
１
項
か
ら
第
１
３
項
ま
で
の

⑤
５
欄
の

イ
は

建
築
基
準
法
第
４
８
条
第
１
項
か
ら
第
１
２
項
ま
で
の

「

」

「

」

、
、

規
定
に
よ
る
許
可
を
申
請
す
る
場
合
に
お
い
て

最
上
階
か
ら
順
に
記
入
し

規
定
に
よ
る
許
可
を
申
請
す
る
場
合
に
お
い
て

最
上
階
か
ら
順
に
記
入
し

、
、

、
、

別
紙
の
表
の
用
途
の
区
分
に
従
い
対
応
す
る
記
号
を
記
入
し
た
上
で

用
途
を

別
紙
の
表
の
用
途
の
区
分
に
従
い
対
応
す
る
記
号
を
記
入
し
た
上
で

用
途
を

、
、

で
き
る
だ
け
具
体
的
に
書
き

そ
れ
ぞ
れ
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
を

で
き
る
だ
け
具
体
的
に
書
き

そ
れ
ぞ
れ
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
を

、
、

。
。

記
入
し
て
く
だ
さ
い

記
入
し
て
く
だ
さ
い

（

）

（

）

⑥
⑧

略
⑥

⑧
略

～
～

（

）
（

）

（

）
（

）

第
四
十
四
号
様
式

第
十
条
の
四
関
係

Ａ
４

第
四
十
四
号
様
式

第
十
条
の
四
関
係

Ａ
４

（

）

（

）

第
二
面

第
二
面

【1
.

】

【10
.

】

（

）

【1
.

】

【1
0
.

】

（

）

地
名
地
番

敷
地
面
積

略
地
名
地
番

敷
地
面
積

略
～

～

【1
1
.

】

（

）

【1
1
.

】

（

）

建
築
面
積

略
建
築
面
積

略

【ｲ
.

】

（

）

【ｲ
.

】

（

）

建
築
面
積

略
建
築
面
積

略

【ﾛ
.

】

【ﾛ
.

】

建
蔽
率

建
ぺ
い
率

【1
2
.

】

【1
5
.

】

（

）

【12
.

】

【1
5
.

】

（

）

延
べ
面
積

備
考

略
延
べ
面
積

備
考

略
～

～

（

）
（

）

（

）
（

）

第
四
十
七
号
様
式

第
十
条
の
四
関
係

Ａ
４

第
四
十
七
号
様
式

第
十
条
の
四
関
係

Ａ
４

（

）

（

）

注
意

注
意

・

（

）

・

（

）

１
２

略
１

２
略

３

.

第
二
面
関
係

３

.

第
二
面
関
係

（

）

（

）

①
⑤

略
①

⑤
略

～
～

⑥
４
欄
の

イ
は

次
の
表
の
工
作
物
の
用
途
の
区
分
に
従
い
対
応
す
る
記

⑥
４
欄
の

イ
は

次
の
表
の
工
作
物
の
用
途
の
区
分
に
従
い
対
応
す
る
記

「

」

「

」

、
、

号
を
記
入
し
た
上
で

工
作
物
の
用
途
を
で
き
る
だ
け
具
体
的
に
書
い
て
く
だ

号
を
記
入
し
た
上
で

工
作
物
の
用
途
を
で
き
る
だ
け
具
体
的
に
書
い
て
く
だ

、
、

。
。

さ
い

さ
い

工
作
物
の
用
途
の
区
分

記
号

工
作
物
の
用
途
の
区
分

記
号
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0
6
4
1
0

0
6
4
1
0

１
鉱
物

岩
石
そ
の
他
の
粉
砕
で
原
動
機
を
使
用
す
る
も
の

１
鉱
物

岩
石
そ
の
他
の
粉
砕
で
原
動
機
を
使
用
す
る
も
の

．
．

、
、

レ
デ
ィ

ミ
ク
ス
ト
コ
ン
ク
リ

ト
の
製
造
等
で
出
力
の

レ
デ
ィ
ミ
ク
ス
ト
コ
ン
ク
リ

ト
の
製
造
等
で
出
力
の
合

ー

ー

ー

、
、

合
計
が
２

５
キ
ロ
ワ
ッ
ト
を
超
え
る
原
動
機
を
使
用
す
る

計
が
２

５
キ
ロ
ワ
ッ
ト
を
超
え
る
原
動
機
を
使
用
す
る
も

．
．

も
の
及
び
ア
ス
フ
ァ
ル
ト

コ
ル
タ

ル
木
タ

ル
の
及
び
ア
ス
フ
ァ
ル
ト

コ
ル
タ

ル
木
タ

ル
石

ー

ー

ー

ー

ー

ー

、
、

、
、

、
、

石
油
蒸
留
産
物
又
は
そ
の
残
り
か
す
を
原
料
と
す
る
製
造
を

油
蒸
留
産
物
又
は
そ
の
残
り
か
す
を
原
料
と
す
る
製
造
を
行

行
う
も
の

う
も
の

（

）

（

）

（

）

（

）

２
５

略
略

２
５

略
略

～
～

（

）

（

）

⑦
⑧

略
⑦

⑧
略

～
～

⑨
建
築
基
準
法
施
行
令
第
１
３
８
条
第
３
項
第
１
号
に
掲
げ
る
工
作
物
の
う
ち

⑨
建
築
基
準
法
施
行
令
第
１
３
８
条
第
３
項
第
１
号
に
掲
げ
る
工
作
物
の
う
ち

同
法
別
表
第
２

ぬ
項
第
３
号

１
３
の
２

の
用
途
に
供
す
る
工
作
物

同
法
別
表
第
２

り
項
第
３
号

１
３
の
２

の
用
途
に
供
す
る
工
作
物

（

）

（

）

（

）

（

）

、
、

に
つ
い
て
は

原
動
機
の
出
力
の
合
計
を
４
欄
の

ヘ
に
記
入
し
て
く
だ
さ

に
つ
い
て
は

原
動
機
の
出
力
の
合
計
を
４
欄
の

ヘ
に
記
入
し
て
く
だ
さ

「

」

「

」

、
、

。
。

い
い

（

）

（

）

⑩
略

⑩
略

別
紙

別
紙

建
築
物
又
は
建
築
物
の
部
分
の
用
途
の
区
分

用
途
を
示
す
記
号

建
築
物
又
は
建
築
物
の
部
分
の
用
途
の
区
分

用
途
を
示
す
記
号

（

）

（

）

略
略

ー

0
84
4
0

ー

0
8
44
0

百
貨
店

マ
ケ
ッ
ト
そ
の
他
の
物
品
販
売
業
を
営
む

百
貨
店

マ
ケ
ッ
ト
そ
の
他
の
物
品
販
売
業
を
営
む

、
、

店
舗

前
項
に
掲
げ
る
も
の

専
ら
性
的
好
奇
心
を
そ

店
舗

前
項
に
掲
げ
る
も
の
及
び
専
ら
性
的
好
奇
心
を

（

（

、

そ
る
写
真
そ
の
他
の
物
品
の
販
売
を
行
う
も
の
並
び
に

そ
そ
る
写
真
そ
の
他
の
物
品
の
販
売
を
行
う
も
の
を
除

）

田
園
住
居
地
域
及
び
そ
の
周
辺
の
地
域
で
生
産
さ
れ
た

く

。

。

農
産
物
の
販
売
を
主
た
る
目
的
と
す
る
も
の
を
除
く

）

（

0
8
4
5
0

（

）

0
8
4
5
0

飲
食
店

次
項
に
掲
げ
る
も
の
並
び
に
田
園
住
居
地
域

飲
食
店

次
項
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く

。

及
び
そ
の
周
辺
の
地
域
で
生
産
さ
れ
た
農
産
物
を
材
料

と
す
る
料
理
の
提
供
を
主
た
る
目
的
と
す
る
も
の
を
除

）

く

。

（

）

（

）

略
略

ー

08
4
5
6

ー

0
84
5
6

理
髪
店

美
容
院

ク
リ

ニ
ン
グ
取
次
店

質
屋

理
髪
店

美
容
院

ク
リ

ニ
ン
グ
取
次
店

質
屋

、
、

、
、

、
、

、
、

貸
衣
装
屋

貸
本
屋
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
サ

ビ
貸
衣
装
屋

貸
本
屋
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
サ

ビ

ー

ー

、
、
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ス
業
を
営
む
店
舗

洋
服
店

畳
屋

建
具
屋

自
転

ス
業
を
営
む
店
舗

洋
服
店

畳
屋

建
具
屋

自
転

、
、

、
、

、
、

、
、

車
店

家
庭
電
気
器
具
店
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
サ

車
店

家
庭
電
気
器
具
店
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
サ

、
、

ビ
ス
業
を
営
む
店
舗
で
作
業
場
の
床
面
積
の
合
計
が

ビ
ス
業
を
営
む
店
舗
で
作
業
場
の
床
面
積
の
合
計
が

ー

ー

平
方
メ

ト
ル
以
内
の
も
の

原
動
機
を
使
用
す
る

平
方
メ

ト
ル
以
内
の
も
の

原
動
機
を
使
用
す
る

5
0

（

50

（

ー
ー

場
合
に
あ
つ
て
は

そ
の
出
力
の
合
計
が

キ
ロ
ワ

場
合
に
あ
つ
て
は

そ
の
出
力
の
合
計
が

キ
ロ
ワ

0
.
7
5

0
.
7
5

、
、

ッ
ト
以
下
の
も
の
に
限
る

自
家
販
売
の
た
め
に

ッ
ト
以
下
の
も
の
に
限
る

自
家
販
売
の
た
め
に

。
。

）

）

、
、

食
品
製
造
業
を
営
む
パ
ン
屋

米
屋

豆
腐
屋

菓
子

食
品
製
造
業
を
営
む
パ
ン
屋

米
屋

豆
腐
屋

菓
子

、
、

、
、

、
、

屋
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

田
園
住
居
地
域
及

屋
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
で
作
業
場
の
床
面
積

（

び
そ
の
周
辺
の
地
域
で
生
産
さ
れ
た
農
産
物
を
原
材
料

の
合
計
が

平
方
メ

ト
ル
以
内
の
も
の

原
動
機
を

5
0

（

ー

0
.

と
す
る
食
品
の
製
造
又
は
加
工
を
主
た
る
目
的
と
す
る

使
用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は

そ
の
出
力
の
合
計
が

、

も
の
を
除
く

で
作
業
場
の
床
面
積
の
合
計
が

平
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
に
限
る

又
は
学
習
塾

。
。

）

5
0

7
5

）

方
メ

ト
ル
以
内
の
も
の

原
動
機
を
使
用
す
る
場
合

華
道
教
室

囲
碁
教
室
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
施

（

ー
、

、

に
あ
つ
て
は

そ
の
出
力
の
合
計
が

キ
ロ
ワ
ッ
ト

設
0
.
7
5

、

以
下
の
も
の
に
限
る

又
は
学
習
塾

華
道
教
室

。

）

、
、

囲
碁
教
室
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
施
設

（

）

（

）

略
略

08
6
2
0

0
86
2
0

火
葬
場
又
は
と
畜
場

汚
物
処
理
場

ご
み
焼
却
場
そ

火
葬
場
又
は
と
畜
場

汚
物
処
理
場

ご
み
焼
却
場
そ

、
、

、
、

の
他
の
処
理
施
設

の
他
の
処
理
施
設

08
6
3
0

農
産
物
の
生
産

集
荷

処
理
又
は
貯
蔵
に
供
す
る
も

、
、

の

0
8
6
4
0

農
業
の
生
産
資
材
の
貯
蔵
に
供
す
る
も
の

0
8
65
0

田
園
住
居
地
域
及
び
そ
の
周
辺
の
地
域
で
生
産
さ
れ
た

農
産
物
の
販
売
を
主
た
る
目
的
と
す
る
店
舗

当
該
農

、

産
物
を
材
料
と
す
る
料
理
の
提
供
を
主
た
る
目
的
と
す

る
飲
食
店
又
は
自
家
販
売
の
た
め
に
食
品
製
造
業
を
営

む
パ
ン
屋

米
屋

豆
腐
屋

菓
子
屋
そ
の
他
こ
れ
ら

、
、

、

に
類
す
る
も
の

当
該
農
産
物
を
原
材
料
と
す
る
食
品

（

の
製
造
又
は
加
工
を
主
た
る
目
的
と
す
る
も
の
に
限
る

で
作
業
場
の
床
面
積
の
合
計
が

平
方
メ

ト
ル

。

）

5
0

ー
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以
内
の
も
の

原
動
機
を
使
用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は

（

そ
の
出
力
の
合
計
が

キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の

0
.7
5

、

）

に
限
る

。

（

）

（

）

略
略
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附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
都
市
緑
地
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
都
市
緑
地
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
三
十
五
条
又
は
地
区
計

画
等
緑
化
率
条
例
の
規
定
に
よ
る
規
制
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
建
築
物
の
う
ち
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
都
市
緑
地

法
施
行
規
則
第
九
条
第
一
号
の
規
定
の
改
正
に
よ
り
当
該
建
築
物
の
緑
化
率
が
緑
化
地
域
に
関
す
る
都
市
計
画
に
お

い
て
定
め
る
建
築
物
の
緑
化
率
の
最
低
限
度
又
は
地
区
計
画
等
緑
化
率
条
例
に
よ
る
建
築
物
の
緑
化
率
の
最
低
限
度

を
下
回
る
こ
と
と
な
る
も
の
の
緑
化
率
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
緑
化
施
設
の
面
積
の
算
出
方
法
に
つ
い
て
は
、
第
一

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
都
市
緑
地
法
施
行
規
則
第
九
条
第
一
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。


